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はじめに

【背景】

• 原木輸入量の減少と製材品輸入量の増加により、陸上製材用地が不足

• 外貿不定期船の大型化に伴い、－13m級岸壁と貨物用地が必要

• EC市場拡大により、大型物流施設用地需要が増加

【目的】

• 大型物流施設の立地が可能な流通施設用地の造成

• 港湾計画（平成9年3月）に位置づけ

• 埋立面積を約25ha → 約35haに拡張

大阪市では、事業の実施にあたり「大阪市環境影響評価条例」に基づき、

本事業が環境に及ぼす影響を事前に予測評価した結果を

「咲洲東地区埋立事業環境影響評価準備書」に取りまとめました。
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事業計画の概要
【スケジュール】

• 岸壁・護岸工事

〇当初計画区域（北側岸壁）：R8年度以降

〇当初計画区域（北側護岸及び東側護岸の一部）

及び［追加区域］：R10～14年度

• 埋立工事：R14～24年度

• 基盤整備：R24～25年度

• 供用開始：R26年度

【土地利用計画】

埋立地は、ふ頭用地5.6ha、港湾関連用地26.5ha、交通機能用地2.7ha等を整備するた
めの用地として利用する計画です。
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工事の概要
【概要】

建設工事に際しては、周辺地域における環境保全と安全性に留意し、周辺環境への影
響等を極力低減するため、適切な建設工法の採用に努めます。

【工事関連車両の運行計画】

工事関連車両は、主として公共残土（陸上残土）及び山砂を埋立用材として運搬する
ダンプトラックを想定しています。

工事関連車両の運行にあたっては、走行ルートの適切な選定、通行時間帯の配慮、輸
送効率の向上、運転者への適正走行の周知徹底等を行い、工事関連車両の走行ルートは、
歩道を有する幹線道路や高速道路利用を優先します。
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工事の概要
【事業開始予定時期】

当初計画から変更がない北側護岸及び東側護岸の一部及び今回追加する区域の護岸工
事は令和10年度（2028年度）に工事予定です。護岸工事の完了後、埋立を実施し、その
後基盤整備を行い、令和26年度（2044年度）から供用を開始する予定です。

【工事工程】

工事工程（予定）の概略は工程表に示すとおりであり、追加で事業を実施する区域に
ついては、今後、公有水面埋立法による公有水面埋立免許を取得し、令和10～25年度
（2028～2043年度）に護岸工事、埋立工事、基盤整備工事（上下水道・道路等）を実施
する予定です。

なお、当初計画から変更がない北側岸壁（南港東外貿ふ頭整備事業）については、令
和８年度（2026年度）以降、国土交通省により工事が再開される予定です。
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工事の概要
【建設工事の施工順序の概要】

工種・施工内容 概略施工図 

① 床 掘 

 

② 地盤改良 

 

③ 護岸本体の据付 

 

④ 上部工・裏埋（裏込石投入）・

置換砂投入 

 

⑤ 埋立工事 

 

 

① 床掘

工種・施工内容 概略施工図 

① 床 掘 

 

② 地盤改良 

 

③ 護岸本体の据付 

 

④ 上部工・裏埋（裏込石投入）・

置換砂投入 

 

⑤ 埋立工事 

 

 

② 地盤改良

工種・施工内容 概略施工図 

① 床 掘 

 

② 地盤改良 

 

③ 護岸本体の据付 

 

④ 上部工・裏埋（裏込石投入）・

置換砂投入 

 

⑤ 埋立工事 

 

 

③ 護岸本体の据付

工種・施工内容 概略施工図 

① 床 掘 

 

② 地盤改良 

 

③ 護岸本体の据付 

 

④ 上部工・裏埋（裏込石投入）・

置換砂投入 

 

⑤ 埋立工事 

 

 

④ 上部工・裏埋
（裏込石投入）・
置換砂投入

工種・施工内容 概略施工図 

① 床 掘 

 

② 地盤改良 

 

③ 護岸本体の据付 

 

④ 上部工・裏埋（裏込石投入）・

置換砂投入 

 

⑤ 埋立工事 

 

 

⑤ 埋立工事
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環境影響評価の進め方

環境影響予測評価とは、事業の実施
に際し、その事業が周辺の環境に及ぼ
す影響を事前に調査、予測し、その結果
を評価するものです。

咲洲東地区埋立事業に係る環境影響
評価は「大阪市環境影響評価条例」に
基づき実施しました。

方法書
調査・予測手法

準備書
予測・評価の結果
環境保全対策

評価書
準備書の修正

事業計画案
事業者

事業の実施

事後調査

意見を踏まえて調査・予測・評価を実施

意見を踏まえて対策内容等を修正

住民等

市長

市長

住民等

市長

意見

意見

意見

意見

審査
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環境要素の現況把握と予測評価、影響要因の抽出
【環境要素の現況把握】

既存資料や現地調査などにより、予測や評価を行うために必要となる自然条件や社会条件に
関する情報を把握しました。

【環境影響の予測】

埋立地ができることや工事よって影響の状態がどのように変化するかを検討しました。

予測はコンピューターで計算する方法や既存の事例から推定する方法で行いました。

予測を行う時期は埋立地が完成する時期や、工事による影響が大きくなる時期としました。

【評価】

予測された影響が環境の保全を図っていくうえで支障を及ぼすものでないかどうかを、環境
保全目標に照らして検討し、見解を明らかにしました。

環境保全目標は、生活環境及び事前環境の保全の見地から「環境基本法」や「大阪市環境基本
計画」等に基づいて設定しました。

【影響要因の抽出】

環境影響要因として、「施設の存在」及び「建設工事」を抽出しました。
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予測評価項目の選定
大阪市の環境影響評価技術指針に示された予測及び評価の対象となる項目のうち、予測及

び評価を行う必要があると考えられる項目として、「大気質」、「水質・底質」、「騒音」、
「振動」、「低周波音」、「廃棄物・残土」、「水象」、「動物」、「植物」、「生態系」、
「景観」の11項目を選定しました。

なお、本事業は海水面の埋立事業であるため、「施設の利用」は環境影響要因としません
でした。
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環境の現況
【現地調査位置図】

事業計画地周辺における環境の現況把握は、既存資料調査および現地調査により行いました。

大気質、水質・底質、騒音・振動、低周波音、水象、景観の現地調査地点は以下に示すとおりです。
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環境の現況
【現地調査位置図】

動物・植物の現地調査地点は以下に示すとおりです。
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環境の現況
【大気質】

○一般環境

二酸化窒素

二酸化窒素の年間における期間平均値は0.018ppm、であり、全期間を通じ全ての地点
で環境基準値を満たしていました。

浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の年間における期間平均値は0.023mg/m3であり、全期間を通じ全ての
地点で環境基準値を満たしていました。

○沿道環境

二酸化窒素

二酸化窒素の年間における期間平均値は

0.017ppmであり、全期間を通じ全ての

地点で環境基準値を満たしていました。

浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の年間における期間平均値は

0.018mg/m3であり、全期間を通じ全ての地点

で環境基準値を満たしていました。 12



環境の現況
【水質】

○水質

生活環境項目

水質の生活環境項目の調査結果、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び
その塩は環境基準を満足していました。pH、全窒素、全リン、DO、全亜鉛、一部地点のCODは
環境基準を達成していませんでした。

健康項目

水質の健康項目については、全ての地点で環境基準を満足していました。

ダイオキシン類

水質のダイオキシン類については、全ての地点で環境基準を満足していました。

水質汚濁防止法の排水基準に定める項目

水質の水質汚濁防止法の排水基準に定める項目は全調査地点でいずれの調査項目も検出
下限値以下でありました。

大阪府生活環境の保全等の条例の排水基準項目

大阪府生活環境の保全等に関する条例の排水基準に定める項目（b～e以外）は無色および
淡黄色の検体がありました。
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環境の現況
【底質】

○底質

環境基準に定める項目

底質の環境基準に定める項目はダイオキシン類（含有）基準があるが、全ての地点で環境基
準を満足していました。

水底土砂の判定基準及び底質の暫定除去基準

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に
排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準に定める項目及び底質の暫定除去基準
の項目は、全ての地点で水底土砂の判定基準及び底質の暫定除去基準を満足していました。

14



環境の現況
【騒音】

○環境騒音

全地点の休日の昼間、No.③の平日の昼間で環境基準値を

下回っていましたが、それ以外は環境基準を超過していました。

○道路交通騒音

道路交通騒音は、全地点で環境基準値を下回っていました。

【振動】

環境振動及び道路交通振動のいずれも、振動レベルの80％レンジ上端値（L10）は、平日及

び休日ともに、全地点で感覚閾値（参考値）や振動規制法による道路交通振動の要請限度を下
回っていました。

【低周波音】

平日及び休日ともに心身に係る苦情に関する参照値（92dB）を下回っていました。一方、1/3
オクターブバンド周波数分析では31.5～80Hz帯域において参照値を上回る周波数が確認され
ましたが、物的苦情に関する参照値は全帯域で下回っていました。
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環境の現況
【廃棄物・残土】

大阪市における令和5年度の一般廃棄物排出量は、87万トンであり、「大阪市一般廃棄物処
理基本計画【改定計画】」に示される目標値（84万トン）まで3万トンとなっています。

令和元年度の産業廃棄物の排出量は、全体で6,746千トンであり、うち99.2％が中間処理され、
50.8％の処理残さが生じ、48.5％が減量化されています。

【水象】

事業計画地周辺の海域は埋立地や防波堤で囲まれた流れの弱い静穏な海域です。

【動物】

○陸域動物

現地調査範囲はほとんどが海域であるため、海面上を利用する鳥類（マガモやカルガモ等の
カモ類やカイツブリ類等）が確認され、環境省レッドリスト等に指定される重要な種は13種が確
認されました。

○海域動物

大阪湾で普通に見られる魚卵、稚仔魚、底生生物、付着生物などが確認されました。環境省
レッドリスト等に指定される重要な種はアユ1種が確認されました。
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環境の現況
【植物】

事業計画地周辺には藻場、干潟はなく、大阪湾で普通に見られる植物プランクトン、付着生
物などが確認されました。環境省レッドリスト等に指定される重要な種は確認されませんでした。

【生態系】

事業計画地は大阪湾岸エリアの中心にある大阪港に位置する貯木場内であり、地域を特徴
づける海域生態系を構成する主要な生息基盤は「護岸」と「浅海域」です。

注目種として、上位性：ハヤブサ、典型性：ボラ、マルエラワレカラ、シノブハネエラスピオがあげ
られました。

【景観】

事業計画地周辺の景観は港湾施設が広がっており、景観の保全上特に配慮を必要とされる
史跡・名勝はありません。
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予測評価の結果
【大気質】

○建設機械の稼働

建設機械の稼働による予測地点での二酸化窒素および浮遊粒子状物質の寄与濃度は
0.0011ppm～0.0098ppm、0.0002㎎/m3～0.0023㎎/m3程度であり、日平均値の年間98％値は
0.037ppm～0.045ppm、日平均値の2％除外値は0.055㎎/m3～0.059㎎/m3といずれの地点も環
境基準値を満たしており、影響は小さいと考えられます。

○工事関連車両の走行

工事関連車両の走行による予測地点での二酸化窒素および浮遊粒子状物質の寄与濃度は
0.0021ppm、0.0001㎎/m3程度であり、日平均値の年間98％値は0.038ppm、日平均値の2％除
外値は0.054㎎/m3といずれの地点も環境基準値を満たしており、影響は小さいと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（ppm）

◆浮遊粒子状物質濃度の予測結果（ ㎎/m3 ）
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予測評価の結果
【水質】

○埋立地の存在

将来の埋立地による水質変化を把握す
るため、将来濃度から現況濃度を差し引
いた差濃度分布を予測した結果、埋立地
が存在することによって周辺海域では水
質濃度が変化するものの、その範囲は埋
立地周辺にとどまっており、影響は小さ
いと考えられます。

○土地の改変

埋立工事による濁り発生量が最大にな
る工事着手後6ヶ月目の工事施工位置に

おける濁り発生量を予測した結果、濁り
の影響範囲は、施工区域周辺の大阪港
内奥部に限られ、10mg/L以上の高濃度

は、工事施工地点近傍に留まると予測さ
れ、影響は小さいと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（
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予測評価の結果
【底質】

○埋立地の存在

埋立地の存在に伴う栄養塩類等の底質の変化の影響について予測した結果、事業計画
地周辺水域では水質の変化が事業計画地の近傍に留まっており、有機物等の堆積が現状
から著しく増加する可能性は小さく、影響は小さいと考えられます。

○土地の改変

埋立工事による底質変化の影響について定性的に予測した結果、護岸の工事に伴う水底
の底質の攪乱はあるものの当該水域の底質の有害物質は現地調査により基準以下と確認
されており、予測地域の土地の改変後の底質も基準値以下になると予測され、影響は小さ
いと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（
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予測評価の結果
【騒音】

○建設機械の稼働

工事中の建設機械の稼働により発生する騒音の敷地

境界での騒音レベルは、最大で80デシベルと予測され、

特定建設作業に係る騒音の規制基準値を下回っており、

影響は小さいと考えられます。

○工事関連車両の走行

工事関連車両及び「南港発電所更新計画」における発電所関係車両の走行による道路交
通騒音の増分は0.9～1.4デシベルと予測され、全地点で環境保全目標を下回っており、影響
は小さいと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（

21



予測評価の結果
【振動】

○建設機械の稼働

工事中の建設機械の稼働により発生する振動の敷地境界での振動レベルは、74デシベル
と予測され、特定建設作業に係る振動の規制基準値（75デシベル）を下回っており、影響は
小さいと考えられます。

○工事関連車両の走行

工事中の工事関連車両及び「南港発電所更新計画」における発電所関係車両の走行によ
り発生する振動の影響は、全ての地点において環境保全目標を下回っており、人間の振動
の感覚閾値である55デシベルを下回ると予測され、影響は小さいと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（
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予測評価の結果
【低周波音】

工事中の建設機械の稼働により発生する低周波音圧レベルは82～89デシベルと予測さ
れ、一般環境中に存在する低周波音圧レベル90デシベルを下回り、影響は小さいと考えら
れます。

【廃棄物】

土地の改変により発生する廃棄物・残土が事業計画地周辺に及ぼす影響について、事業

計画により予測した結果、廃棄物等の発生量を抑制し、発生する廃棄物を適正に処理する
等、周辺環境への影響を最小限にとどめるよう配慮する計画であり、影響は小さいと考えら
れます。

【水象】

埋立地の存在に伴う流速変化の影響について、

潮流・水質汚濁による数値計算により予測した結果、

周辺水域の流れの様相を大きく変化させることはなく、

また、周辺水域において流量等の流況に著しい影響

を及ぼすことはないと予測され、影響は小さいと考え

られます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（
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予測評価の結果
【動物】

埋立地の存在、建設機械の稼働及び土地等の

改変に伴う重要な種への影響について、現地調査

結果、生態特性、事業計画及び環境の保全及び創

造のための措置を踏まえて予測した結果、陸域動物

（コアジサシ、ミサゴ、ハヤブサなど鳥類13種）、海域

動物（アユ）については、環境の保全のための措置を

確実に実施することにより影響は小さいと考えられます。

【植物】

埋立地の存在及び土地等の改変に伴う海域植物の重要な種への影響について、現地調

査結果、生態特性、事業計画並びに環境の保全及び創造のための措置を踏まえて予測す
ることとしましたが、海域植物の重要な種は確認されませんでした。

【生態系】

埋立地の存在及び土地等の改変に伴う海域生態系の重要な種への影響について、現地

調査結果、生態特性、事業計画及び環境の保全及び創造のための措置を踏まえて予測し
た結果、海域生態系の重要な種4種（上位性：ハヤブサ、典型性：ボラ、マルエラワレカラ、シ
ノブハネエラスピオ）に対する生息、採餌、繁殖環境への影響は小さいと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（
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予測評価の結果
【景観】

埋立地の存在に伴う景観への影響について、主要な視点場からの現況の眺望写真及び

施設完成後のフォトモンタージュを作成し、事業前後の景観を比較した結果、埋立地である
在来臨海部及び新臨海部であり、港湾関連施設が立地しているため、周辺の景観との違和
感はなく、現況の景観を悪化させるものではないと予測され、影響は小さいと考えられます。

◆二酸化窒素濃度の予測結果（

◆さきしまコスモタワー展望台からの景観（現況） ◆さきしまコスモタワー展望台からの景観（将来）
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環境保全上の措置
本事業では、環境の保全及び創造のために、以下に示す環境保全上の措置を講じることとし
ています。

【工事計画】

○工事計画の策定にあたっては、可能な限り最新の公害防止技術や工法等の採用及び低公
害型機械の使用等、周辺地域に対する環境影響の回避・低減対策の実施に努めます。

【交通計画】

○工事関連車両の走行にあたっては、歩道が整備された幹線道路や高速道路利用を優先する
こととし、特定の時間帯に集中することがないよう、車両走行ルートの適切な選定、走行時間帯
の配慮、輸送率の向上、運転者への適正走行の周知徹底、工事関連車両の運行管理等、周
辺地域に対する環境影響の回避・低減対策の実施に努めます。

【緑化計画】

○事業計画地内に整備する道路には、緑地帯を設けることとし、その植栽樹種の選定にあたっ
ては、自然植生への配慮に努めます。具体的な緑化計画については、今後、詳細な設計と併
せて、関係機関と協議・調整を行い、決定します。

【工事計画】

○工事計画の策定にあたっては、可能な限り最新の公害防止技術や工法等の採用及び低公
害型機械の使用等、周辺地域に対する環境影響の回避・低減対策の実施に努めます。
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環境保全上の措置
【廃棄物に関する計画】

○建設副産物の再利用の促進を図るとともに、公共建設事業の円滑な推進を図るため、本市
の建設工事に伴う発生残土のうち減量化、再利用しても、なお、処分が必要となる陸上発生残
土を埋立土砂として有効に活用します。

○事業計画地内で発生したコンクリートがらについては、再資源化施設へ搬出すること等により、
廃棄物等の発生抑制及び再資源化率の向上を図ります。

○方塊、砕石及び中詰砂については、再資源化施設へ搬出すること等により、廃棄物等の発
生抑制及び再資源化率の向上を図るとともに、再利用可能な材料については、護岸築造の材
料として再利用を検討します。

○廃棄物の処理・処分にあたっては、法令に定められた基準等に基づき、適性に処理するとと
もに、輸送の際は、住居地域が少ないルートの選択や廃棄物の搬出時にはシートで覆う等の
飛散防止に努め、周辺地域の生活環境に十分配慮するものとします。
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環境影響評価のまとめ

本事業の実施に伴い影響が考えられる環境項目について予測評価を行っ
た結果、埋立地の存在及び埋立工事が環境に及ぼす影響はいずれも軽微
であると考えられます。

また、本事業は「瀬戸内海環境保全特別法」の規定について十分配慮して
おり、この規定に抵触することのないよう十分に配慮して事業を進めてまい
ります。

今後は、関係者の意見聞きつつ所定の手続きを進め工事に着手すること
としています。
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事後調査の方針
本事業の実施にあたっては、着工後も環境影響を監視する必要がある項目については事後
調査を行う計画としています。事後調査の結果、本事業により顕著な環境影響があると認めら
れた場合には、関係機関と協議の上、適切な対策等を検討、実施してまいります。

事後調査の詳細については、今後、関係機関と協議の上、決定・実行してまいります。
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環境保全等への意見と事業者見解
大阪市環境影響評価条例第９条第１項
の規定に基づく、本事業の環境影響評価
方法書に関する、住民からの環境の保
全及び創造の見地からの意見書の提出
はありませんでした。

大阪市環境影響評価条例第10条第１

項の規定に基づく、本事業の環境影響評
価方法書に関する市長意見とこれに対
する事業者の見解は右に示すとおりです。
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